
2026.1 ver.2 

 

 

 

 

 

 

2022年度 通常枠 
 

事業完了時 

事務手続きフロー⑩ 

（資金分配団体・実行団体共通） 

 

 
 

 

 

一般財団法人 日本民間公益活動連携機構



1 
 

１．事業完了時までの流れと書類の提出 
 
※ 時系列で記載していますが、具体的なスケジュールは団体ごとに異なります。 

 

項目 実行団体 資金分配団体 参照先・留意点 
■：資料掲出リンク 

事後評価報告
書の登録 
 
事業完了日ま
でに 

１．事後評価の報告 
①事後評価報告（案）の段階で資金分配団体に共有する。 
②資金分配団体の検証を受け、必要に応じて修正し最終化した事後評価報告書を助成システ
ムに登録する。 
 ※JANPIA 提出用のほか、情報公開用として PDF 形式のファイルを作成してください 
 ※参考資料（調査結果や写真等）も公開したい場合は、1つのファイルにまとめて下さい 
 ※PDF ファイルのファイル名に【情報公開用】と記載をしてください 
 ※【情報公開用】としたファイルは「添付欄（PDF のみ）」にアップロードします。公開

できない参考資料等は、「添付欄（形式不問）非公開」にアップロードしてください。 
 

 
２．実行団体の事後評価報告の検証 
実行団体から共有された事後評価報告書の検証を行う。 
※結論の「社会的インパクト評価の構成要素別自己評価」が漏れている団体が多いため、特にご
確認をお願い致します。 また、特定の個人や組織に不要な損害を与えないよう配慮すること
が求められるため、評価倫理の観点からの確認もお願い致します。 

※検証の際、ご相談がある場合には JANPIA PO へお問い合わせください。情報公開の観点から、
事後評価報告書に含めない事項の有無に関して不明な場合は問合せをさせていただく場合があ
ります。 

 
３．事後評価の報告 
①事後評価報告（案）の段階で JANPIA PO に共有する。 
②JANPIA の検証を受け、必要に応じて修正し最終化した事後評価報告書を助成システムに登録
する。 
※JANPIA 提出用のほか、情報公開用として PDF 形式のファイルを作成してください 
※参考資料（調査結果や写真等）も公開したい場合は、1つのファイルにまとめて下さい 
※PDFファイルのファイル名に【情報公開用】と記載をしてください 
※【情報公開用】としたファイルは「添付欄（PDFのみ）」にアップロードします。公開できな

い参考資料等は、「添付欄（形式不問）非公開」にアップロードしてください。 
 

■事後評価の実施とス
ケジュールについて 
 
■実行団体_事後評価報
告書に含める事項 
PDF/Word 
 
■資金分配団体_事後評
価報告書に含める事項 
PDF/Word 
 
■「出口戦略・事業の
持続化に向けた戦略の
成果」に関する補足資
料 
 
■「事業の効率性」に
関する補足資料 
 
■事後評価計画（点
検）と事後評価報告書
（検証）に対するチェ
ックリスト 
PDF/Excel 
 

実行団体のシ
ステム確認 

１．実行団体のシステム確認 
システムの入力内容や添付書類が不足している場合には、事業終了前にシステムで対応。 
※「メニュー」にある各画面に最新内容が入力または添付されていることを確認してくださ
い。 

※非公開項目については各画面で確認してください。その他は自動公開されますので、公開
に適さない情報の記載がある場合にはシステム上で修正をお願いします。 

 
 

 
 
２．実行団体のシステム確認 
全実行団体の入力・添付が完了したら JANPIA 担当 PO に連絡。 

   
 
 

 
 
■情報公開サイト 
 
 
 

資金分配団体
のシステム確
認 

 １．資金分配団体のシステム確認 
システムの入力内容や添付書類が不足している場合には、事業終了前にシステムで対応。 
※「メニュー」にある各画面に最新内容が入力または添付されていることを確認してください。 
 

 
■情報公開サイト 
 
 

https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/149_22T_jigohyoka_schedule.pdf?v=1742541738
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/149_22T_jigohyoka_schedule.pdf?v=1742541738
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/156_22T_jigohyokahokokusyo_jiko_a.pdf?v=1742543082
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/157_22T_jigohyokahokokusyo_jiko_a.docx?v=1742543178
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/157_22T_jigohyokahokokusyo_jiko_a.docx?v=1742543178
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/150_22T_jigohyokahokokusyo_jiko_f.pdf?v=1742541855
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/151_22T_jigohyokahokokusyo_jiko_f.docx?v=1742542520
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/152_22T_jigohyouka_deguchisenryaku_hosoku.pdf?v=1742542610
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/152_22T_jigohyouka_deguchisenryaku_hosoku.pdf?v=1742542610
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/152_22T_jigohyouka_deguchisenryaku_hosoku.pdf?v=1742542610
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/152_22T_jigohyouka_deguchisenryaku_hosoku.pdf?v=1742542610
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/153_22T_jigohyouka_kouritsusei_hosoku.pdf?v=1742542708
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/153_22T_jigohyouka_kouritsusei_hosoku.pdf?v=1742542708
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/154_22T_jigohyouka_tenken_f.pdf?v=1742542803
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/03/155_22T_jigohyouka_tenken_f.xlsx?v=1742542985
https://johokoukai.janpia.or.jp/
https://johokoukai.janpia.or.jp/
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項目 実行団体 資金分配団体 参照先・留意点 
■：資料掲出リンク 

※非公開項目については各画面で確認してください。その他は自動公開されますので、公開に適
さない情報の記載がある場合にはシステム上で修正をお願いします。 
 

事業完了報告 
（実行団体） 
事業完了日か
ら２週間以内
目途 

 
 
２．事業完了報告（実行団体）の作成・確定 
システム画面に直接入力または Excel 出力した様式を用いて作成 
資金分配団体との協議・検討の上で内容を最終化 
 
提出期限：資金分配団体ごとに設定された期日 
 
※事業完了報告の内容は非公開項目を除き全項目公開となります。 
 

１．事業完了報告（実行団体）の提出期限日の設定 
実行団体の提出期限日の設定と連絡 
 
※資金分配団体-実行団体資金提供契約書雛型第 18 条 1項において、事業完了日から 2週間以内
目途とされていますが、資金分配団体の事業完了報告の提出が事業完了日から 1 か月以内に提出
できるように逆算のうえ、実行団体の提出期日は各資金分配団体で設けて実行団体に伝える必要
があります。 
 
３．事業完了報告（実行団体）の承認 
システムにて処理を行う 
 
※事業完了報告のシステム承認は、事後評価報告、事業完了時精算の確定後にお願いします。 
※システム上で承認されますと、自動的に情報公開サイトに掲出されます。 
 

 

事業完了報告 
（資金分配団
体分） 
事業完了日か
ら 1 か月以内 
 

 １．事業完了報告（資金分配団体）の作成・確定 
システム画面に直接入力または Excel 出力した様式を用いて作成 
JANPIA との協議・検討の上で内容を最終化 
 
期限： 事業完了日から１か月以内 
 
※事業完了報告のシステム承認は、事後評価報告、事業完了時精算の確定後に JANPIA が行いま
す。 

 

 

資金計画の見
直し（適宜） 
事業終了前 

１．科目間流用状況の確認 
目的区分毎に科目間流用状況を確認。 
※「経費集計表」で確認できます。 
 
２．資金計画の見直し（適宜） 
科目間流用の規定に抵触する場合、該当金額は助成対象外となることを踏まえ、適宜、資金
計画を見直す。別紙変更は事業終了日よりも前に完了する必要あり。 
※科目間流用の規定内容は、資金提供契約第 12条、精算の手引き 1-4をご確認ください。 

１．科目間流用状況の確認 
目的区分毎に科目間流用状況を確認。 
※「経費集計表」で確認できます。 
 
２．資金計画の見直し（適宜） 
科目間流用の規定に抵触する場合、該当金額は助成対象外となることを踏まえ、適宜、資金計画
を見直す。別紙変更は事業終了日よりも前に完了する必要あり。 
※科目間流用の規定内容は、資金提供契約第 13条、精算の手引き 1-4をご確認ください。 
 
 
 

■実行団体向け精算の
手引き 
 
■資金分配団体用精算
の手引き 
 
 
 

https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/100_09-02_seisan_tebiki_J.pdf?v=1728622950
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/100_09-02_seisan_tebiki_J.pdf?v=1728622950
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/55_03-02_seisan_tebiki_S.pdf?v=1728609776
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/55_03-02_seisan_tebiki_S.pdf?v=1728609776
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項目 実行団体 資金分配団体 参照先・留意点 
■：資料掲出リンク 

 
 

実行団体の精
算報告 
事業終了日か
ら１か月以内
を目途に、資
金分配団体が
定める期限内
に提出 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
１．助成システム「月次精算報告」画面での事業完了月締め分の申請  
１）（月次精算報告の定例作業）事業完了月月末までの収支管理簿・現金出納帳を入力、通
帳コピー・支払証拠書類をアップロード 
２）（事業完了時精算報告のための事前確認）総括表・経費集計表の内容を確認 
※「総括表」では残額（精算金額）等を、「経費集計表」では前述「資金計画の見直し（適

宜）」を参照の上、科目間流用の内容を再確認 
 
以上を実施し「変更申請」する。 
※精算の手引を併せてご参照下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3．助成システム「年度末／事業完了時精算」画面にて申請  
資金分配団体による「月次精算報告」の確定後、 
１）「基本情報」セクションにて報告する年度として「3年度目」を選択 
２）「最新化」ボタンをクリックし、確定済みの「月次精算報告」データを画面に反映 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．実行団体の「月次精算報告」の確定 
助成システムのワークフローで受領した申請内容に確認・修正事項がなければ確定する。 
※確認・修正事項はこのタイミングでの解決を推奨いたします（上記注釈の通り）。 
精算時のセルフチェックポイントなどを参考に、実行団体の経費精算報告書や支払証拠書類を確
認してください。 
 
事業完了時精算報告のための主な事前確認のポイントは以下のとおり。 
・ 「総括表」では残額（精算金額）等を確認します。 
・ 「経費集計表」では科目の流用制限を超えていないか確認します。 
※科目間流用については、前述「資金計画の見直し（適宜）」を参照下さい。 
 
 
書類の保管期間は、資金提供契約書で「事業完了日が属する事業年度の終了後 5年間」と定
められています。 

事業終了月  
→  

保管期限  
2025年 4月～2026年 3月  2031年 3月末まで  

 
 
 
 
 

■実行団体向け精算の
手引き 
 
■精算時のセルフチェック
ポイント（実行団体用） 
PDF  
 
■助成システム_精算操
作ガイド 
 
 

注）助成システム「年度末／事業完了時精算報告」画面に進む前に 
・「年度末／事業完了時精算報告」は最新の「月次精算報告」の確定済み情報をコピーしたデータ（編集不可）および「問い合わせ表」（編集可）によって構成されます。 
・「問い合わせ表」を通じた承認団体からの照会により申請内容を修正する場合、「月次精算報告」にて変更申請する必要があります。 
➡したがって「年度末／事業完了時精算報告」の速やかな確定のために、「月次精算報告」の確定時に不備がないよう実行団体・資金分配団体にて十分にご確認ください。 
※「月次精算報告」の「総括表」における「助成金受領額」は、「助成金申請」画面の積算値ですので「助成申請」の入力が完了しているかどうかもご確認ください。 

https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/100_09-02_seisan_tebiki_J.pdf?v=1728622950
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/100_09-02_seisan_tebiki_J.pdf?v=1728622950
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/105_09-04_self-check_J.pdf?v=1728623238
https://grantsys.janpia.or.jp/imart/menu/common/menu_sender/8gqbigxql5az8v2
https://grantsys.janpia.or.jp/imart/menu/common/menu_sender/8gqbigxql5az8v2
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項目 実行団体 資金分配団体 参照先・留意点 
■：資料掲出リンク 

以上の手順で「確定申請」する 
 
４．助成システム「区分経理に関する会計書類」画面にて申請  
「区分経理に関する会計書類」を事業期間中に提出していない場合、事業完了時精算時にあ
わせて提出する。 
 
 
 
 
 
 
６．差戻しへの対応 
「問い合わせ表」が差し戻された場合、下記のとおり、照会事項に対する対応を行う。 
A）問い合わせ表の回答のみの対応の場合…問い合わせ表に回答を記入の上で再申請 
B）月次精算報告（記載事項、添付書類）の修正や再提出が必要な場合… 

１）「月次精算報告」を「変更申請」 
２）資金分配団体承認後、「年度末／事業完了時精算」画面を「最新化」の上「変更申
請」 

 
 
 
５．実行団体の「年度末／事業完了時精算」の確定 
※資金分配団体による「確定」を以て精算完了です 
助成システムのワークフローで受領した申請内容に確認・修正事項がなければ確定。 
※確認・修正事項がある場合は「問い合わせ表」にご記入の上、差戻してください。 
 
※「区分経理に関する会計書類」では、実行団体が採択事業毎に区分経理を行っていることを確認
します。 
 

資金分配団体
の精算報告 
事業終了日か
ら 2 カ月以内
に提出 
 

 １．助成システム「月次精算報告」画面での事業完了月締め分の申請  
１）（月次精算報告の定例作業）事業完了月月末までの収支管理簿・現金出納帳を入力、通帳コ
ピー・支払証拠書類をアップロード 
２）（事業完了時精算報告のための事前確認）総括表・経費集計表の内容を確認 
※「総括表」では残額（精算金額）等を、「経費集計表」では前述「資金計画の見直し（適

宜）」を参照の上、科目間流用の内容を再確認 
以上を実施し「変更申請」する。 
※精算の手引を併せてご参照下さい。 
 
２．助成システム「年度末／事業完了時精算」画面にて申請  
JANPIA による「月次精算報告」の確定後、 
１）「基本情報」セクションにて報告する年度として「3年度目」を選択 
２）「最新化」ボタンをクリックし、確定済みの「月次精算報告」データを画面に反映 
以上の手順で「確定申請」する 
➡JANPIA による「確定」を以て精算完了となります。 

 
３．助成システム「区分経理に関する会計書類」画面にて申請  
「区分経理に関する会計書類」を事業期間中に提出していない場合、事業完了時精算時にあわせ
て提出する。 

■資金分配団体用精算
の手引き 
 
■精算時のセルフチェック
ポイント（資金分配団体
用） 
PDF  
 
■助成システム_精算操
作ガイド 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/55_03-02_seisan_tebiki_S.pdf?v=1728609776
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/55_03-02_seisan_tebiki_S.pdf?v=1728609776
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/10/58_03-04_self-check_S.pdf?v=1728610645
https://grantsys.janpia.or.jp/imart/menu/common/menu_sender/8gqbigxql5az8v2
https://grantsys.janpia.or.jp/imart/menu/common/menu_sender/8gqbigxql5az8v2
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項目 実行団体 資金分配団体 参照先・留意点 
■：資料掲出リンク 

４．差戻しへの対応  
「問い合わせ表」が差し戻された場合、下記のとおり、照会事項に対する対応を行う。 

A） 問い合わせ表の回答のみの対応の場合…問い合わせ表に回答を記入の上で再申請 
B） 月次精算報告（記載事項、添付書類）の修正や再提出が必要な場合… 

１）「月次精算報告」を「変更申請」 
２）JANPIA 承認後、「年度末／事業完了時精算」画面を「最新化」の上「変更申請」 

 
精算結果の通
知・返還の手
続き 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
３．精算金額の通知の受理 
精算手続きの完了をふまえて資金分配団体から送付される通知書を受け取る。 
残額（精算金額）がある場合は、請求書同封あり。 
 
４．資金分配団体への返還の手続き ※該当する場合のみ 
資金分配団体が指定する期限までに、資金分配団体が指定する口座に残額（精算金額）を返
還。 

１．精算金額の通知の受理 
精算手続きが完了すると、JANPIA から助成システムの「精算確定通知・返還請求」画面を通じて
通知される。 
残額（精算金額）がある場合も、同画面で確認する。 
 
２．精算金額の通知の郵送 
資金分配団体専用ページから様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ各実行団体に送付。 
残額（精算金額）がある場合は、請求書を同封する。 
※資金分配団体の精算完了を待たずに実行団体の残額返還を進めていただいても構いません。 
※請求書は自団体の様式をご利用いただいて構いません。助成システムには実行団体用の「精算確
定通知・返還請求」機能はございません。 

 
 
５．JANPIAへの返還の手続き  ※該当する場合のみ 
JANPIA が指定する期限までに、JANPIA が指定する口座に残額（精算金額）を返還。 
 

 
 
 
 
 
 
 
■精算金額の通知書
（実行団体用）（後日
掲載） 
 
 
■精算金額の請求書
（実行団体用）（後日
掲載） 
 

資金分配団体
から実行団体
への監査 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

１．実行団体への監査 
資金提供契約書第 18条 4 項に基づく、実行団体の監査を実施。 
※監査についての考え方は、右記資料をご参照ください。 
※監査の実施方法は資金分配団体でご検討ください。この際、資金提供契約書チェックリストの
ご活用をご検討ください。 

※監査にかかる経費を助成金で支出する場合は、資金計画書に当該経費が計上されていることを
前提に、資金分配団体の事業実施期間中に監査を実施してください。 
 

■事業完了報告を受けて
の「監査」の実施について
（参考） 
 
■2024年事業完了時監
査説明会（PDF/動画）
（参考） 
 
■資金提供契約書チェッ
クリスト（通常枠 実行団
体用）(後日公開) 
 

JANPIAから
資金分配団体
への監査 
 

 １．JANPIAからの監査対応 
資金提供契約書第 24条 4 項に基づく、JANPIA からの監査対応。 
 

■資金提供契約書チェッ
クリスト（通常枠資金分
配団体用（後日公開） 
 

https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/12/38_21T23C_jigyokanryoujikansa_goannai.pdf?v=1733375032
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/12/38_21T23C_jigyokanryoujikansa_goannai.pdf?v=1733375032
https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2024/12/43_21T23C_jigyokanryouji_kansasetsumeikai.pdf?v=1735016953
https://youtu.be/RprLix24SXc


6 
 

更新履歴 (バージョン 1→2 2026年 1月) 
ページ 修正前 修正後 
P4 
実行団体
の精算報
告  

5 実行団体の「年度末/事業完了時精算」の確定 
※資金分配団体による「確定」を以て精算完了です  
助成システムのワークフローで受領した申請内容に確認・修正事項がなければ確定。  
※確認・修正事項がある場合は「問い合わせ表」にご記入の上、差戻してください。 
 ※確定後の変更はできません 

5 実行団体の「年度末/事業完了時精算」の確定 
※資金分配団体による「確定」を以て精算完了です  
助成システムのワークフローで受領した申請内容に確認・修正事項がなければ確定。  
※確認・修正事項がある場合は「問い合わせ表」にご記入の上、差戻してください。 
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